
資料２

当別町地域公共交通活性化協議会の設置について

◇目 的

・ 地域公共交通の活性化及び再生を推進するために、当別の実情に即し具体的な目標を設

定し、コミバスを軸に、地域の活性化や高齢社会へ対応できる、継続可能な公共交通を確

立する。

・ 地域における需要に応じ、住民生活に必要な旅客輸送（バス等）の確保とその他の旅客

の利便の増進について協議するほか、地域公共交通総合連携計画を作成及び実施し、地域

における主体的な取組及び創意工夫を総合的、一体的かつ効率的に取り進め、個性豊かで

活力に満ちた地域社会の実現をめざす。

【地域公共交通活性化協議会で協議が整った場合】

・路線不定期運行、区域運行が可能

・運賃認可の事前届出制

・標準処理期間の短縮

・営業所ごとの最低車両数の緩和

○地域公共交通総合連携計画の作成及び実施

○法及び制度に基づく支援等

◇設置根拠

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

・道路運送法

◇協議事項

・運賃、応援（定期）券料金、回数券料金

・運行路線

・運行ダイヤ

○地域公共交通総合連携計画

○連携計画に基づいた事業実施



◇協議会のイメージ

◇協議会の流れ（予定）

これまでの取組

平成１７年度 ・当別町バス交通体系の調査検討

平成１８年度 ・実証運行（１年目）～ 基礎ダイヤ、基礎ルートの構築等

平成１９年度 ・実証運行（２年目）～ 運賃・ダイヤ等見直し、お買い物ふれバ等

地域公共交通会議

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行

協議会の取組

平成１９年度 ○地域公共交通活性化協議会

地域公共交通活性化総合連携計画策定

平成２０年度 ○連携計画に基づく実証運行等（１年目）

～ suisuiふれバ（レール＆バスライド＋変則DRT）等の取組、設備充実等

平成２１年度 ○ 〃 （２年目）

～ 公共交通を活用した人・物(農産物・図書)等の移動と地域の活性化、

設備の充実等

平成２２年度 ○ 〃 （３年目）

～ 実証運行の総括と本格運行に向けた設備等の充実など

平成２３年度 ○本格運行に移行

～ 実証運行の検証結果をもとに本格運行開始

当別町地域公共交通活性化協議会

当別町地域公共交通総合連携計画
【目的】
　地域公共交通の活性化及び再生を推
進するために、当別の実情に即した具
体的な目標を設定し、コミバスを軸に、
地域の活性化や高齢社会へ対応でき
る、継続可能な公共交通を確立する。

【構成員】
・当別町
・札幌運輸支局
・石狩支庁
・道バス協会
・札幌開発建設部
・札幌土木現業所
・ＪＲ北海道
・北海道医療大学
・北洋交易
・とうべつ整形外科
・下段モータース
・山内建材工業
・行政推進員連絡協議会
・ＰＴＡ連合会
・高齢者クラブ連合会
・女性団体連絡協議会
・ボランティア連絡協議会
・商工会
・社会福祉協議会

策定（平成19年度）

実施（平成20年度～）

当別町地域公共交通総合連携計画
に基づく事業
【主な内容（案）】
・コミバス実証運行事業の継続
・設備の充実
・利用促進策の実施
・交通セミナー等の開催　など

補助金 国（国交省）

コミバス運行参加事業者
・当別町
・北海道医療大学
・北洋交易
・とうべつ整形外科

補助金


